
求職者・求人者の皆様へ 

取り扱い職種の範囲等の明示 

ヒューマングローバルタレント株式会社(以下、「当社」) は、有料職業紹介事業として、グ

ローバル人材のための転職支援サービスである「Daijob AGENT」を運営しております。

①取扱職種の範囲等

本所は、日本国内、全職種に関する限り、いかなる求職及び求人の申込みについてもこれを受

理します。 

ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労

働条件と比べて著しく不適当であったりする場合には受理しません。 

②手数料に関する事項

求職者からの手数料については一切徴収いたしません。 

採用が成功した場合、求人者からは、法令に基づき当社が管轄省庁に届け出た手数料上限額 

（消費税分を含まない金額であり、消費税は別途徴収します。下記参照）の範囲内で、契約等

で求人者と合意した人材紹介手数料を申し受けます。 

※手数料の上限額（あくまで上限であり、この表にもとづいて手数料を請求するわけではあり

ません。実際に請求する手数料は、あくまで契約等で求人者と合意した金額となります。）

サービスの種類及び内容 手数料の額（上限）及び負担者 

求人受理時の事務費用 該当なし 

 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサー

ビス【職業紹介サービス】 
成功報酬 

(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 

当該求職者の就職後1年間に支払われる賃

金(内定書や労働条件通知書等に記載され

ている額)の50％ 

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇

用期間が1年を超える場合は最大1年間分) 

に支払われる賃金(内定書や労働条件通知

書等に記載されている額)の50％ 

手数料負担者は 求人者 とします。 

求人の充足に向けた求人者に対する専門的な

相談・助言サービス 

【職業紹介の付加サービス】 

※上記職業紹介サービスに加えて、より専

門的な相談・助言の付加サービスを行う場

合

成功報酬 

当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金

(内定書や労働条件通知書等に記載されている

額)の50% 

手数料負担者は求人者 とします。 



③苦情処理に関する事項

求職者及び求人者からの苦情については、職業紹介責任者が誠意をもって対応いたします。 

④個人情報の取扱いに関する事項

1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、職業紹介担当者とする。個人情報取扱責

任者は職業紹介責任者とします。

2. 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報

取扱いに関する教育,指導を年1回実施することとします。また、職業紹介責任者  は、

少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとします。

3. 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合

は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を

遅滞無く行うものとします。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請

求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うもの

とします。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求

職者等への周知に努めることとします。

4. 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合につ

いては、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとします。

なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、上記１の個人情報取扱責任者とし

ます。

⑤返戻金に関する事項

通常、求人者との間の契約にて、返戻金制度（最初に出社した日から一定の期間内に、求職

者が退職を願い出て退職した場合に手数料の一部を払戻する制度）を設けております。詳細

については求人者との契約にて取りかわすものとします。

言語間の矛盾または相違がある場合には、すべての点において日本語を優先するものとしま

す。
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